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和文要約 

 

大規模河川の氾濫が予測されると、市町村内全域に避難勧告や避難指示が発令されるケースがあ

る。盆地のように洪水が滞留し、さらに浸水深が 3m を超えるような地域における人命確保には、

建物の二階等へ避難することによる屋内安全確保ではなく、事前の立退き避難が必要である。とく

に要配慮者は、早期に市町村外の安全な福祉施設へ避難させることが望ましい場合がある。市町村

境界を超えた避難を可能とするには、当該市町村はもとより、近隣市町村、都道府県、国土交通省、

消防、警察等、河川管理者や防災関係機関による連携を前提とした広域避難計画を事前に立案する

ことが不可欠である。また、機関間の情報共有が必要である。そこで、①被災基礎自治体、それを

支援する②近隣基礎自治体、そして③県の防災部局、建設部局、県警本部、国土交通省河川管理者、

広域消防本部等の支援機関による３つのグループに分類し、筆者の提案する BECAUSE モデルを適

用した広域連携体制作りを行った。まず事前の信頼関係づくりに BE－C のプロセスを実施し、つぎ

に大規模河川氾濫に対する広域避難を実現する効率的な広域連携体制構築に、A－U－S の各プロセ

スを適用した。そして最後に、構築した広域避難体制の有効性検証のための災害図上訓練を、

BECAUSE モデルの E のプロセスとして実施した。また、機関内、機関間の情報共有を支援するた

め、広域連携機能を有する情報共有システムを適用した。災害図上訓練の結果、BECAUSE モデル

を用いた研修の主テーマとしていた要配慮者の市町村外への避難、浸水地域への車の流入規制、自

動車専用道路への住民避難について広域連携が行われ、また参加者が広域連携に情報共有が不可欠

であることを確認した。 
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１．はじめに 

平成 26 年 9 月に改定された避難勧告等の判断・伝達マ

ニュアル作成ガイドライン（内閣府、2014）では、避難

とは立ち退き避難だけではなく屋内で安全を確保するこ

とも含め、災害から命を守るための行動であると改めて

定義された。国土交通省（2013）は洪水ハザードマップ

作成の手引きを改定し、洪水時家屋倒壊危険ゾーン、浸

水深 3m 以上、0.5m～3.0m、0.5m 未満でゾーン分けし、

ゾーンに応じた避難方法の選択を可能とすることを示し

ている。また、いくつかの自治体では、逃げ時マップ（例

えば、三条市，2011）と言われるものを配布して、市民

自ら自宅内に滞在するか自宅外の安全な避難所へ避難す

るかの判断を、浸水前と浸水後に分けて支援している。

しかし、2008 年 8 月の岡崎市や 2014 年 8 月の高知市の

ように、全市に対して避難勧告が発表され、洪水が停留

する場合など、市外へと避難しなければならないことも

ある。 

例えば、木曽三川の下流域に位置する桑名市、木曽岬

町など 1959 年伊勢湾台風級の巨大台風による高潮と大

洪水によって深刻な浸水と暴風雨による避難困難な状況

に陥る場合、市民全員が安全な遠隔地へと立ち退き避難

を余儀なくされるケースがあることが指摘されている

（児玉ほか、2014）。このようなケースでは、事前に避難

先を決定し、移動経路や移動手段を適切に選択しないと、



 

図-1 中央市からの広域避難模式図 

被害が甚大化することが示されている。 

一方、今井・小池・西村（2012）は名古屋市内の小学

生の保護者を対象として、巨大台風に対する避難に関す

るアンケート調査を実施している。その結果、伊勢湾台

風級の巨大台風に対する事前の広域避難はあまり期待で

きず、浸水域への避難やマイカーによる避難によって混

乱が発生することを指摘している。 

以上のように、住民は居住している地域におけるリス

クを認識し、巨大台風に対する広域避難を住民が受容す

ること、行政は適切な避難経路、移動手段、さらに適切

な避難誘導等、市外への円滑な広域避難のための事前準

備が不可欠であるが、いずれも容易に解決できることで

はなく、参考となる事例もないのが実情である。そこで

本稿では、広域避難における行政の連携体制に着目し、

被災市町村と避難者受入れ市町村、そして市町村間の広

域避難を支援する機関（県、消防、警察）という３つに

グループ分けし、筆者の提案するリスクコミュニケーシ

ョン手法であるBECAUSE モデルを適用して、行政によ

る広域連携体制構築を試みた例を報告する。 

 

２．実証サイトの概要と広域連携のこれまでの取り組み 

甲府盆地の西を北から南に流下する釜無川は、かつて

は北西から南西方向に流れており、毎年のように氾濫を

起こし盆地に扇状地を形成した暴れ川であった。この川

を甲府盆地の西を流下させ、盆地内を氾濫から守る治水

事業が中世から江戸時代にかけて行われた（川崎、1994）。

したがって、甲府盆地では標高は北が高く南が低い。釜

無川の左岸で破堤が発生すると、水は昔の川筋に沿って

南西に向かって流れ、盆地の南を東から西に流れる笛吹

川の堤防で堰き止められ、濁流が滞留することになる。

図-1 に両河川が合流地点に位置する中央市の位置関係

を示す。 

1959 年の台風 7 号、台風 15 号（伊勢湾台風）の水害

以来、釜無川では氾濫は発生していない（山梨県県土整

備部，2014）。霞堤は締め切られ、遊水池の役割を果たし

てきた沼地も開発されて宅地となり、多くの住民が生活

している。その結果、釜無川の下流、釜無川と笛吹川の

合流する三角形の中央市田富、玉穂両区では、河川氾濫

が発生するとほとんどのエリアが水没する。とくに南で

は濁流が笛吹川の堤防で堰き止められ、長く滞留するこ

とから、多くの生命が危険にさらされることが懸念され

ており、国土交通省は早期避難体制の構築を呼びかけて

いる。 

鈴木他（2011）は平成 20 年度から 3 ヵ年にわたって実

施した研究プロジェクト「住民・行政協働ユビキタス減

災情報システム」において、中央市の釜無川沿いの住宅

団地の自主防災組織を対象とし、河川氾濫に対する避難

をテーマとして、自主防災組織、中央市、そして山梨県

（総務部消防防災課、県土整備部治水課）による実証実

験を実施した。その際、釜無川の破堤が想定される状況

で避難勧告が発令されても、住民が徒歩で避難できる安

全な場所を確保できないことが明らかとなった。住民か

らは市内に 2 箇所あるランプから高架の自動車専用道路

である新山梨環境道路へ一時避難したいとの要望も出さ

れた。その後、この実証実験が契機となって、団地内の

ショッピングセンターが、施設を一時避難場所として提

供することで市と協定を締結するなど、進展が見られる

こととなった。しかし、このショッピングセンターの収

容能力は、地域の約 3000 世帯の避難の一部に過ぎない。 

図-1に示すとおり、市の南部では笛吹川に架かる橋を

渡り、市の西部では釜無川に架かる橋を渡り、その他の

エリアは北の甲斐市、昭和町、甲府市へと避難しなけれ

ばならない。したがって、徒歩での避難ではなく、車に

よる避難を余儀なくされる。 

前記研究プロジェクトでは、組織間連携機能を有する

災害対応管理システムを、中央市と山梨県に適用し、

CAUSE モデル（Rowan、2000）を拡張して、部署内の災

害対応業務、庁内連携、県と市との一対一の組織間連携

を学習する４回の実務者研修と発災型災害対応訓練によ

って構成される研修プロセスとして、BECAUSE モデル

の体系化を行い、実証実験を通してその妥当性を検証し

た（鈴木・宇野、2012）。ただし、BECAUSE モデルの普

及展開のためには、研修のプロセスだけでなく、県を中

心とした多くの連携機関をどのようにグループ分けし、

各グループに対してどのような研修を行うかについての

具体例を提示することが課題とされていた。本研究では

甲府盆地の大規模河川氾濫に伴う住民の円滑な広域避難

を、地域一体となって実現するための県を中心とした支

援体制の構築へBECAUSE モデルを適用し、具体例を示

すものである。 

 

３．情報共有システム 

 広域連携では、山梨県、国土交通省、中央市、甲府市

他近隣市町村、甲府地区消防本部等のステークホルダー



表-1 県等で構成する支援機関の研修 

研修・回 ﾌﾟﾛｾｽ 内容 

事前 BE 支援機関の首長、幹部への説明 

第1回  (7/5) A 課題抽出ワークショップ 

第2回  (7/30) U 課題解決ワークショップ 

第3回  (9/12) S,A 交通規制ワークショップ 

第4回 (10/11) U,S 広域連携ワークショップ 

第5回 (10/20) E 
関係機関参加による災害図上訓練

（広域連携実証実験） 

共有データ
ベース

山梨県MuDIn

中央市MuDIn

甲府市MuDIn

市川三郷町MuDIn

情報配信サーバ

甲府地区
消防本部MuDIn

緊急速報
メール等

MISP：減災情報共有プロトコル

MISP

MISP

MISP

MISP

MISP

MISP

HTTPS

避難情報、重要情報を
共有データベースから取
得し、各キャリアにエリア
メール、緊急速報メール
の送信依頼を行う。

災害情報、避難所情
報、安否情報、避難
情報などを市川三郷
町SNSと連携する。

県内市町村の指示情報、被害情報、要
請などを連携する。国交省も県のユー
ザーとして水防警報を登録する。

消 防 本 部 の 災害
対応を登録し、県
および関連市町村
と被害情報、要請・
対応情報の連携を
行う。

県と被害情
報、要請・対
応情報の連
携を行う。

市川三郷町SNS
中央市消防団
アプリ

図-2 MuDInを適用した情報共有環境 

が、お互いに情報を共有しながら、適切な活動を行うこ

とが不可欠である。機関間のやりとりでも、同一画面を

見ながら状況認識が統一できるか否かで、相互の理解度

が大きく異なるはずである。そこで、災害対応管理シス

テム（鈴木、2012）の機能を充実させ、新たに消防本部

版を構築した上で、図-2 に示す MuDIn（Multi- 

organizational Disaster Information System）を構築した。 

MuDIn では、各機関は指示・対応報告機能、被害報告機

能を用いて、それぞれの機関の災害対策本部の運営を行

う。また、広域連携の調整、総指揮を行うべき山梨県版

MuDIn では、すべての市町村、消防本部の指示・対応報

告、被害情報を閲覧、選択することができ、さらにホッ

トライン機能を用いて市町村や消防本部との重要事項の

連絡が可能となっている。なお、水防警報や気象警報等

は、このシステムが自動的に受信し、市町村が直接閲覧

できる。 

 

４．広域連携体制構築へのBECAUSEモデルの適用 

（１）BECAUSEモデル 

災害対応に慣れていない市町村に対して、災害対応管

理システムを用いた組織的な災害対応能力を養成する効

果的な研修プロセスとして、BECAUSE モデルが提案さ

れた（鈴木・宇野, 2012）。BECAUSE モデルは、以下の

ような５段階プロセスと信頼（C）によって構成される。 

市町村で平常業務を有する多くの職員を，実務者研修

に参加させるには、首長ならびに幹部職員の理解が必要

である。そのために不可欠な首長への説明、部課長会等

での趣旨説明を、事前準備（Preparation BEfore training）

の段階をBE と名付けている。 

研修を実施する研究者と市町村、県の防災担当者等の

との信頼関係は、実務者研修を成功させる上で何よりも

大切である。また、すべての研修のプロセスを通して、

地方自治体の首長はもとより、防災担当者に限らずすべ

ての研修参加者から信頼を得る必要がある。このような

実務者研修のすべての段階を通した信頼（Confidence）

を得ることを、C と名付けている。 

上記の BE を実施し、C に配慮し、第 1 回の実務者研

修では，研修の趣旨を説明し、被災自治体における災害

対応例を紹介するとともに、各部局が執るべき災害対応

についてグループディスカッションをしてもらうことに

よって、災害対応は他人事と考えている防災部局以外の

職員に対して、我が事として災害対応業務のイメージを

形成させる。この段階を気づき（Awareness）と名付けて

いる。つぎに第 2 回実務者研修では、２、３の具体的な

状況付与を与えて災害図上訓練を行い、各部局の災害対

応業務とその業務に関する災害対策本部を中心とした庁

内連携の必要性が理解させる。多くの市町村では、小規

模の災害時の対応は、防災部局と建設部局が行っている

に過ぎない。首長と部課長による本部会議の訓練も、防

災部局が作成したシナリオ通りに台詞を読むような形骸

化したものとなっている。このようにして、気づきをさ

らに深めて理解（Understanding）にまで導く段階をU と

名付けている。 

そして第 3 回ならびに第 4 回実務者研修では，組織間

連携の重要性を理解（Understanding）し，なおかつ付与

された状況に対して問題を解決（Solution）するスキルを

養う災害図上訓練を行う。とくに第 4 回では、市町村に

加えて防災関係機関も加わり、つぎの段階で実施する災

害図上訓練のリハーサル的な役割をもつ。 

最後に、一連の研修の効果を確認する災害図上訓練に

よって，災害対応管理システムを用いた災害対応を実行

（Enactment）し、研修効果を評価する。県や国土交通省、

あるいは消防等の関係機関が訓練に参加できない場合は、

関係機関を代理するスタッフを配置し、災害対応管理シ

ステムを通して市町村からの支援要請に応える等の対応

を行う。 

（２）県等の支援機関へのBECAUSEモデルの適用 

本研究でもっとも重要視したのは支援機関の研修・訓

練である。被災自治体は約 28000 人の住民避難への対応

を迫られ、そのうち約 800 人が要配慮者である。市内の

全域が浸水することとなり、市役所庁舎も浸水するので、

災害対策本部機能が喪失されることになりかねない。こ

うした事態において、関係機関が円滑に広域避難等の対

応を行うためには、事前の連携体制整備、訓練による検



 

表-2 中央市、甲府市の研修（括弧内は中央市の開催日） 

研修・回 ﾌﾟﾛｾｽ 内容 

事前 BE 市長、市幹部への説明 

第1回  (6/26) A 事業説明、MuDInの操作研修 

第2回  (7/10) U MuDInを用いた災害対応演習 

第3回  (7/23) S,A
災害図上訓練 
S:災害対策本部運営を実践（庁内） 

A:外部機関からの支援に気づく（外部）

第4回 (10/11) U,S
関係機関参加による広域連携ワー

クショップ 

第5回 (10/20) E 
関係機関参加による災害図上訓練

（広域連携実証実験） 

 

 
写真-1 甲府市の第3回研修会で実施した災害図上訓練 

証、見直しが必要であることは言うまでもない。 

そこで、広域避難支援体制を構築するために表-1に示

す研修計画を立て、2013 年に括弧内の日程で実施した。

支援機関とは、国土交通省甲府河川国道事務所、山梨県

（防災危機管理課、県土整備部、中北地域県民センター、

県警本部）、甲府河川国道事務所である。なお、表-1 に

示すBE、A、U、S、E は、広域連携体制構築のために適

用したBECAUSE モデルの各プロセスを示す。 

第１回のワークショップでは、避難対策、交通対策、

水防情報伝達をテーマとして、対策の現状と課題につい

て話し合ってもらい、ＫＪ法を用いて整理した。避難対

策では、河川水位や破堤の推定結果に基づいた避難情報

発令基準の明確化、破堤予測のために複数機関が連携し

た河川巡視態勢（国、消防本部、水防団、市町、県）、破

堤のメカニズムに応じたゾーン別避難形態、避難者受け

入れに関する調整システムの構築等の課題が挙げられた。

一方、交通対策では道路管理者による事前協議、指揮命

令系統の統一、道路浸水、交通渋滞・交通規制・避難誘

導・職員配置等に関する情報共有の課題が挙げられた。

この段階は、大規模河川氾濫の課題について各機関が情

報を共有する気づきの段階である。 

第２回ワークショップでは、第１回で提示された課題

について、解決策について話し合った。避難・避難情報、

交通対策、水防情報伝達、住民への避難情報伝達という

４つの課題に対して、実施すべき具体的内容、実施主体

をまとめ、情報共有を支援する情報システムである

MuDIn が、課題解決のために重要な役割を果たすことを

支援機関に理解してもらった。被災市からの避難者受入

れについては、山梨県災害対策本部が調整を担当し、避

難者受け入れに必要な情報が支援機関によって共有され

る仕組みを作ることが必要との見解で一致した。県内河

川は急流であるため、河川水位による避難情報発令に頼

るよりも、堤防を巡視し、できるだけ早く堤防の変状を

把握して対策を講じることの重要性も共有された。河岸

浸食による破堤の場合は、河川の巡視（国土交通省、水

防団）によって破堤場所を特定し、浸食防止を施すこと

によって、ある程度破堤までの時間が稼げることが国土

交通省より紹介された。避難の形態に応じた避難誘導、

交通規制が不可欠であるが、災害が発生した時点での交

通規制に関する連携体制の実現性は現状では疑わしく、

事前に具体的な態勢について協議する必要性が確認され

た。また、避難ルート検討において不可欠となる関係機

関による道路情報の共有には、交通規制を担当する県警

本部の参加が不可欠との結論に達した。この段階は、具

体的な対応を検討するために必要な条件を共有できる理

解が得られた段階である。 

そこで、第３回ワークショップでは、県警本部に参加

してもらい、テーマを交通規制に絞って議論を進めた。

県警本部からは、県警ヘリの「はやて」を使って上空か

ら視察し、必要な部隊を配備する、ボートによる救援も

可能、と頼もしい説明を受けた。後日、ヘリコプタの偵

察飛行は気象条件に左右され、高度 300m以上、600m以

下に雲がある場合はヘリテレ映像が送信できない等、豪

雨ではヘリコプタの機能を十分活用できない旨、県警か

ら連絡があった。また、できれば段階的な避難勧告エリ

アの拡大ではなく、最初から避難対象地域全体に避難勧

告を出すこと、住民避難ならびに国土交通省による物資

搬送のルートに関する情報が事前の交通規制計画立案に

必要であることを要求した。 

研修の第 4 回は、すべての関係機関が参加するワーク

ショップとした。ワークショップでは、①広域避難に対

して各機関の対応方針を発表し、②支援を要請する中央

市と支援する関係機関との間で、広域避難実現のために

実施すべき対応とそのために共有すべき情報を確認した。

つぎに、③広域連携を円滑に図るために用いる MuDIn

の使い方を確認した。最後に、④実証実験に備えて各機

関が準備すべきことを確認した。この段階は、各機関が

対応策を自ら提示し（Solution）、他機関の対応策、方針

を受け入れる（Satisfaction with proposed solution）段階と

言える。 

（３）中央市と甲府市の研修 

 被災当事者となる中央市、被災しながらも主たる中央

市の避難者の受入れを要請される甲府市では、これまで

同様のBECAUSEモデルを用いたプロセスで研修を行っ



表-3 実証実験への参加機関一覧 

種別 部局名あるいは機関名 

中央市 
災害対策本部、総務部、民生部（福祉、教

育）、建設部、農政部 

支援機関 

国土交通省甲府河川国道事務所 

甲府地方気象台 

山梨県(総務部、県土整備部、県警本部)、中

北地域県民センター 

市川三郷町、甲斐市、甲府市、昭和町、北杜

市、韮崎市、北杜市、南アルプス市 

甲府地区消防本部 

報道機関 
NHK 甲府放送局、YBS、UTY、朝日新聞、読

売新聞、山梨日日新聞 

た。ただし、中央市では第３回の災害対応管理システム

を用いた災害図上訓練で、洪水ハザードマップで提示さ

れた浸水深に基づいて、地区ごとに執るべき具体的な避

難行動を設定すること、ならびに要配慮者を市外へ搬送

することを主テーマとして、一方、甲府市では、市内の

内水氾濫に対する全庁型の対応と、中央市の要配慮者の

受入れに関する山梨県からの要請への対応を主テーマと

して、状況付与を行った。表-2 に 2013 年に中央市と甲

府市に適用したBECAUSE モデルをまとめた。なお、第

４回、第５回については表-1と共通である。 

 中央市の災害図上訓練では、市の北端部で釜無川の決

壊が発生する可能性が高くなり、避難勧告を発令し、避

難支援を行うという状況付与を行った。要配慮者の避難

については、民生委員へ避難支援を要請し、福祉避難所

の開設は行ったが、要配慮者の避難について具体的なイ

メージが持てていない状況であった。 

一方、甲府市の災害図上訓練では、災害対策本部事務

局からの指示に従って各部局が対応し、災害対策本部事

務局に対して各部局の対応や被害の報告を行うという、

現体制とは異なる災害対応体制を体験してもらった。職

員は戸惑いを感じながらも、次第にその体制に順応して

くれた。その上で、中央市から要配慮者の受入れ要請を

状況付与した。最初はどの部局も他人事のような対応で

あったが、自分が対応の当事者であることに気づくと、

どの経路で何名の要配慮者が搬送されるのか、要配慮者

の種類、要介護レベル等、具体的な情報が求められるよ

うになった。図上訓練の後には振り返りワークショップ

を行い、①豪雨水害に対して災害対策本部を中心とした

指揮命令系統の統一を図り、②甲府市民の安全を確保し、

③その上で、応援要請に応えることになることを理解し

てもらった。また、避難者受け入れについては、中央市

に開示してもらうべき情報、山梨県に調整してもらう事

項等を、事前に検討して準備しておいてもらうことにし

た。 

 

５．実証実験（Enactment） 

（１）実証実験の概要 

中央市を含む中北地方では前日より大雨洪水警報が発

表されており、すでに累積雨量は 200mm を超え、今後 3

時間雨量 100mm、時間雨量 60mmの非常に激しい雨が予

想されているという設定で、2013 年 10 月 20 日 9:00 に

実証実験を開始した。釜無川の水位が上昇して富士川水

防警報が発表され、県管理の荒川、相川の水防警報が発

表される中、さらに猛烈な雨が中央市を襲い、大雨特別

警報が発表された。さらに釜無川の堤防の浸食が確認さ

れ、国土交通省甲府河川国道事務所が 2 時間程度で釜無

川が破堤する可能性のあるとの水防警報を発表した。こ

のような状況付与に対して、中央市が田富、玉穂地区の

市民約 28000 人に対して避難勧告、避難指示を発令し、

要配慮者の市外への避難、洪水時家屋倒壊危険ゾーンや

浸水深 3m 以上のエリアの住民の地域外への立退き避難、

そして浸水深 3m 未満のエリアの住民への室内安全確保

を呼びかけ、山梨県に支援を要請するというシナリオと

した。このシナリオは、中央市ならびに支援機関で実施

した事前の研修で取り扱ったテーマとほぼ一致する内容

である。表-3に実証実験の参加機関一覧を示す。参加者

は大学関係者を除き、総勢 64 名となった。 

実証実験の当日は、プレーヤーに対してシナリオは一

切知らせることなく、付与した状況（水防警報、被害等）

に応じて対応をしてもらった。要配慮者の受入れ訓練を

実施してきた甲府市、市外への広域避難のための交通規

制を担当する県警本部、自動車専用道路を地域住民の一

時避難場所とするための対策を講ずる県土整備部等、1

時間半という短時間ながら、プレーヤーはこれまでに実

施した研修・訓練の成果を問われることとなった。 

（２）災害対応における広域連携活動の記録 

これまで全庁体制による災害対応が未経験であった中

央市が、災害対策本部を設置し、MuDIn を用いた情報共

有を図りながら意思決定を行った。中央市はMuDIn のホ

ットライン機能を用いて山梨県に支援を要請し、山梨県

は甲府市をはじめとする各支援機関との調整を行って、

各支援機関が避難者受入れ等の支援活動を連携して行う、

という基本的な広域避難体制の構築を検証することがで

きた。 

本稿では、広域連携、すなわち中央市と支援機関との

連携に関する研修の効果を、①要配慮者の市外への避難

支援、②自動車専用道路への住民の避難に対する支援の

２点について、実際に災害対応管理システムに登録され

た記録に基づいて説明する。 

9:30 に発表された富士川水防警報に対応して、中央市

は避難準備情報を発令し、942 名の要配慮者（実証実験

では要援護者）の避難支援を民生部に指示した。しかし、

内水氾濫が各所で発生し、福祉避難所として利用できる

のは玉穂総合会館だけという結論になった。そこで、中

央市災害対策本部が、MUDIn のホットライン機能を用い

て、山梨県災害対策本部へ要請を行った。表-4は、MuDIn

に登録された記録に基づいて、各支援機関の対応を、時

系列で表にまとめたものである。表中の報告は、中央市

の被害・報告機能、ホットラインは各機関の災害対策本



表-4 要配慮者の地域外への搬送に関する中央市と支援機関との連携の記録 
時刻 発信機関・部局 受信機関・部局 種別 伝文 

9:44 
中央市 

災対本部 

県 

災対本部 
ﾎｯﾄﾗｲﾝ 

近隣市町村に対して田富北小130名・田富南小191名・田富中177名の要援護者受け入れ、および搬送を依頼します。対象要援護者の台

帳は民生部からの報告をご確認ください。なお、田富中177名の搬送に関しては、市内バス業者へ依頼しますので、受け入れ先の報告を

お願いします。 

9:51 
中央市 

民生部 

中央市 

災対本部 
報告 

福祉避難所の玉穂総合会館は三村小・玉穂南小・玉穂中・田富小の計546 名で満員です。田富北小（130 名）・田富南小（191 名）・田富

中（177名）にいる要援護者については、収容できないので、近隣市町村の福祉避難所へ搬送を願います。 

9:56 
県 

災対本部 

甲府市・ 

市川三郷町 

災対本部 

ﾎｯﾄﾗｲﾝ 

中央市から、以下の要請がありましたので、甲府市と市川三郷町におかれては、開設可能な福祉避難所の情報を県本部に報告してくださ

い。「近隣市町村に対して田富北小130名 ・・・（省略）受け入れ先の報告をお願いします。」 

10:02 
市川三郷町 

災対本部 

県 

災対本部 
ﾎｯﾄﾗｲﾝ 

本町においては被害がありませんので、避難者受け入れ要請に対して、以下のとおり対応させていただきます。受け入れ先： 

市川大門町民会館 住所：市川三郷町市川大門1785 受入可能人数：100名   

三珠総合福祉センター 住所：市川三郷町上野2714-2 受入可能人数：80名 

なお、搬送手段については、山梨県災害対策本部において対応をお願いします。 

10:03 
甲府市 

災対本部 

県 

災対本部 
ﾎｯﾄﾗｲﾝ 

了解しました。現在、甲府市南部に避難準備情報を発令し、南ブロックの避難所の開設準備をしております。中央市からの受け入れに対

し避難所の選定及び避難者中。要介護者を想定し福祉避難所の収容状況を確認しております。要介護者の詳細が分かり次第、情報提供を

お願いします。 

10:04 
甲府市 

災対本部 

県 

災対本部 
ﾎｯﾄﾗｲﾝ 

甲府市での福祉避難所開設可能状況。貢川福祉センター（高齢者の１００名）、甲府市障害者センター（身体・知的・精神障害者の５０

名）、特別養護老人ホームわかやなぎ（要介護者の６名）、特別養護老人ホーム志摩の郷・湯村（要介護者の５名）以上の要援護者につい

て、受け入れが可能な状況です。 

10:26 
県 

災対本部 

中央市 

甲府市 

市川三郷町 

各災対本部 

ﾎｯﾄﾗｲﾝ 

（中央市からの要請） 

近隣市町村に対して田富北小130名・田富南小191名・田富中177名の要援護者受け入れ、および搬送を依頼します。 

（甲府市での福祉避難所開設可能状況） 

 貢川福祉センター（高齢者の100名） 

 甲府市障害者センター（身体・知的・精神障害者の50名） 

 特別養護老人ホームわかやなぎ（要介護者の6名） 

 特別養護老人ホーム志摩の郷・湯村（要介護者の5名） 

以上の要援護者について、受け入れが可能な状況です。 

（市川三郷町の受け入れ可能状況） 

市川大門町民会館 住所：市川三郷町市川大門1785 受入可能人数：100名   

三珠総合福祉センター 住所：市川三郷町上野2714-2 受入可能人数：80名 

（上記を踏まえた、振り分けの要請） 

 搬送用バスは、山交バスに要請済 

＜甲府市＞ 

・田富北小の高齢者のうち100名→貢川福祉センター、田富中177名のうち、障害者50名→甲府市障害者センター 

 の受け入れをお願いします。両方とも、正午ごろ到着予定です。 

＜市川三郷町＞ 

・田富南小191名の受け入れをお願いします。正午ごろ到着予定です。 

10:30 
甲府市 

災対本部 

県 

災対本部 
ﾎｯﾄﾗｲﾝ 

先ほどの報告に加え、相川福祉センター（武田神社北）に100 人、山宮福祉センター（甲府市立北西中学校北）に50 人の収容が可能で

す。 

写真-2 山梨県災害対策本部で行われた道路協議 

部間の相互連絡機能である。とくに甲府市は、事前の災

害図上訓練で、福祉避難所への要配慮者の受け入れを検

討した経験があったので、実証実験の参加者は防災部局

員のみでありながら福祉施設の情報を把握しており、迅

速な対応を行うことができた。また、要配慮者の受入れ

に不可欠な要配慮者の個人情報の提供を中央市が提供す

ることを要求した。 

 10:30 に甲府河川国道事務所はMuDIn の警報発令機能

を用いて水防警報を発表した。警報のメッセージは、「釜

無川左岸（リバーサイドタウンの北約 100m の地点）キ

トー付近で左岸堤防の洗掘が進んでおり、2 時間±1 時

間で破堤の可能性が高い状況です。破堤すると中央市田

富、玉穂、ならびに昭和町と甲府市の一部が浸水する恐

れがあります。破堤箇所が最も近い氾濫シミュレーショ

ンの結果を提供しますので避難判断等の参考に願いま

す。」とした。また、甲府地方気象台は、大雨特別警報を

発表した。中央市は避難指示を発令し、多くの市民の市

外への避難を呼びかけ、山梨県災害対策本部へ交通規制

を依頼し、山梨県災害対策本部は県警と県土整備部に交

通規制を指示した。写真-2は山梨県災害対策本部、県警、

県土整備部ならびに国土交通省甲府河川国道事務所によ

る道路協議の様子である。このような道路協議は、これ

まで行われたことがなかったが、実証実験実施後に発生

した 2014 年 2 月の山梨豪雪災害では、この写真と同様な

道路協議の場が、山梨県庁の災害対策本部内に設置され、

この実験が良い訓練になったことを実感させた。 

県警が対象地域への車の流入規制を始めようとした

10:45 に、住民の避難誘導に当たっていた消防団員より

スマートフォンを用いて表-5 に示すリバーサイドタウ

ンの住民が自動車専用道路へ避難しているという報告が

行われ、山梨県は対応を迫られることとなった。表に示

すとおり、県警、県土整備部との協議の結果、山梨県災



表-5 自動車専用道路への住民避難に対する対応記録 
時刻 発信機関・部局 受信機関・部局 種別 伝文 

10:45 
中央市 

消防団（ｽﾏﾎ） 

中央市 

災対本部 
報告 

新山梨環状道路へ100名以上の住民が徒歩で避難してしまったようです。これを聞いた住民が、さらに田富ランプから環状道路へ避難し

ようとしています。大変危険ですので対応をお願いします。 

10:47 
中央市 

災対本部 

県 

災対本部 
ﾎｯﾄﾗｲﾝ 

新山梨環状道路へ100名以上の住民が徒歩で避難してしまったようです。これを聞いた住民が、さらに田富ランプから環状道路へ避難し

ようとしています。道路規制をお願いします。 

10:48 
県 

災対本部 

中央市 

災対本部 
ﾎｯﾄﾗｲﾝ 

警察本部及び県土整備部へ必要な規制等を行うよう指示しました。 

10:58 
県 

災対本部 

中央市 

災対本部 
ﾎｯﾄﾗｲﾝ 

県警、県土整備部と協議の上、環状道路の全線を交通止めとしました。このため、環状道路上への避難が可能となりました。また、環状

道路上の住民を、山交バスに依頼して輸送することとしました。バスが11時30分ころに、第一便が到着予定です。中央市は、住民の安

全な避難誘導の支援をお願いします。 

11:05 
中央市 

災対本部 

中央市 

建設部、総務部 
指示 

県より下記のとおり、報告がありました。 

「県警、県土整備部と協議の上、・・・中央市は、住民の安全な避難誘導の支援をお願いします。」 
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図-3 広域連携に必要な情報の理解に関する集計結果（第４回）
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図-4 広域避難のための適切な対応に関する集計結果（実証実験）

害対策本部は新山梨環状道路を通行止めとし、避難者の

救助を決めた。また、中央市はリバーサイドタウンの住

民を、ランプから新山梨環状道路への避難誘導すること

となった。 

以上のように、要配慮者の甲府市、市川三郷町への受

入れ、広域避難のための交通規制では、支援機関に対す

る研修の成果が現れ、比較的円滑な災害対応が行われた。

また、支援のためには現地の浸水状況等が必要であるの

で、支援機関が中央市の登録した被害の地理情報を確認

するなど、MuDIn の有効活用も行われていたことを確認

した。 

（３）アンケートによるBECAUSEモデルの検証 

実証実験の後、研修の第１回から第５回実証実験まで、

研修の目的が達成されたことを確認するためのアンケー

ト調査を行った。例えば、第４回の研修については、広

域連携に必要な情報を理解することができましたか、広

域連携のためにあなたが情報をシステム登録することが

重要ということを理解しましたか、という設問を設けた。

図-3は前者の設問の回答結果であり、ある程度理解でき

た、あるいは理解できたが多いことがわかる。第１回～

３回の研修についても、アンケートの集計結果はほぼ同

様で、ある程度できた、あるいはある程度できた、とい

う回答がもっとも多かった。 

図-4は第５回実証実験に関して、広域避難のために必

要な対応ができたか、の設問に対する回答の集計結果で

ある。集計結果の傾向は、ある程度できたが最も多い点

では図-3と同様であるが、よくできたと回答したのは中

央市の 3 名のみであり、どちらでもないが 6 名、あまり

できなかったが 1 名であった。短時間の間でめまぐるし

く変化する状況に戸惑い、必ずしも迅速に対応しきれて

いなかったが、80％以上の参加者がよくできた、あるい

はある程度できたと回答した。MuDIn への登録記録より

各参加者の対応行動の迅速性と正解率をチェックするこ

とは行っていないが、前述の通り、研修の成果を反映さ

せた対応行動が行われていたことを確認している。 

 

６．システム操作練習の有無とMuDIn の評価の関係 

中央市の職員に対するアンケートでは、第１回～第４

回の研修会の後、次の研修会や実証実験に備えて災害対

応管理システムに登録、閲覧の練習に費やした時間につ

いて回答してもらった。一方、支援機関については、研

修会毎ではなく、実証実験までに災害対応管理システム

に登録、閲覧の練習に費やした時間について回答しても

らった。 

回答者を登録、閲覧の種別や練習時間によらず、練習

の有無によってグループ分けし、広域連携にMuDIn が有

効かについてアンケート結果を整理した。ただし、練習

ありの回答者の中で練習時間の最短は閲覧のみの 20 分、

最長は登録 4 時間 30 分、閲覧 5 時間 30 分であった。図

-5は練習なしのグループ、図-6は練習ありのグループの

集計結果である。練習なしのグループでは、ある程度有

効、有効という回答が多いものの、どちらでもないが３

人、あまり有効でないが１人いた。有効でないと回答し
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図-5 広域避難に対するMuDInの有効性（練習無） 
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図-6 広域避難に対するMuDInの有効性（練習有） 
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図-7 MuDInの普及展開に関するアンケート結果（練習無） 
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図-8 MuDInの全県への普及展開に関する集計結果（練習有）

た中央市の職員は、その理由として、システムの前に災

害対応体制を見直す必要があると記述していた。一方、

練習ありのグループでは、有効、ある程度有効という回

答のみで、どちらでもない、あるいは有効でないとの回

答は１件もなかった。 

同様に、広域避難対策として災害対応管理システムを

全県で普及展開すべきかについて、アンケート結果をグ

ループ分けして図-7、図-8のように整理した。練習なし

のグループでは普及すべき、どちらかというと普及すべ

きはそれぞれ 3 人、5 人であり、どちらでもないが大半

の 11 人という結果であった。一方、練習ありのグループ

では、普及すべきがもっとも多くて 9 人、普及した方が

良いが 8 人で、どちらでもないは 3 人にとどまった。ど

ちらでもないという回答者の一人は理由として、「情報共

有手段としては特に地図情報は大変有効だと思う。ただ

し、入力に際して詳細かつ正確な情報でなければ、他機

関が動けないことが判明した」、と記述していた。有効で

あることは認めつつ、システムの活用のための情報の収

集、分析に不安があるという意味であった。 

練習をしないグループは、訓練でシステム操作に戸惑

い、災害対応に遅れが生じる可能性が高くなるので、シ

ステムに対する評価も悪くなると推定できる。また、シ

ステムの普及展開の必要性も感じにくい傾向にあると思

われる。一方、閲覧のみ 30 分や 1 時間練習をした程度で

あっても、練習したグループはシステムの有効性をある

程度評価し、普及展開の必要性を感じたということであ

ろう。 

 

７．災害情報提供に対する報道機関の評価 

実証実験後のアンケートは、実証実験を取材した報道

記者に対しても実施した。報道関係者（テレビ局３、ラ

ジオ局１、新聞５）には、MuDIn の山梨県システムにア

クセスしてもらい、実証実験で登録された情報をすべて

閲覧してもらった。表-6 は報道関係者に対して、山梨

MuDIn システムを全て閲覧できた場合、どの情報を報道

に利用したいかの質問に対する回答結果をまとめたもの

である。①指示・対応報告は災害対策本部における指示、

指示に対する活動の報告の他、体制配備、避難情報発令

など、庁内で共有すべき重要情報の共有を図る機能であ

る。また、②被害報告、③地図閲覧は、被害や交通規制

情報をテキスト、添付資料、地図情報として登録、共有

する機能である。表に示すとおり、すべての報道機関が

①～③を利用したいと回答した。 

避難者名簿についても、１テレビ局と１ラジオ局は報

道に使うことを希望した。なお、⑦機関間ホットライン

については、情報が筒抜けになってしまってはホットラ

インの意味がないので、報道機関に対して公開するのは

難しいであろうが、その結果は災害対策本部の重要連絡



表-6 報道機関が必要とする情報項目 

No.
報道機

関種別
①指示・対

応報告

②被害

報告

③地図

閲覧
④避難所

運営
⑤避難所
収容状況

⑥避難者
名簿

⑦機関間
ホットライン

１ テレビ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
２ テレビ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
３ テレビ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
４ ラジオ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
５ 新聞 ○ ○ ○ △ △ △ ○
６ 新聞 ○ ○ ○ ○ △ △ △
７ 新聞 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

○：利用したい，△：一部を利用したい

 

表-7 災害対応管理システム導入による取材方法の変化 

No.
報道機

関種別
現状の取材方法と変わる点

１ テレビ

・一報が早くなるので、より現場を重視した取材が可能になる。
・電話にかける人員を減らし現場に行く記者を増やせる。
・様々なFAX用紙が混在する混乱がなくなる。

２ テレビ
・情報収集を素早くすることができるので、被害現場への到着が
早くなり、より多く取材ができる。

３ テレビ
・インターネットを活用した取材（情報収集）機会の増加。

・より発災に近い時間での取材が可能になる。

４ ラジオ

・現在のFAX、電話による情報入手方法が一本化される。

※先月の台風の避難準備情報も各市町村によってスピードがま
ちまちだった。このシステムも入力しないとだめですが、閲覧する
側としては、大変ありがたいシステムだと思う。

５ 新聞

・被害状況をより詳細に県民に伝えることができる。

・なぜこの避難所に避難すべきなのか、また最寄りの避難所位置
などを滞りなく県民に伝達できる。

６ 新聞 ・新聞デジタル、ツイッタ? 等で自治体の対応などを発信できる。
７ 新聞 ・市町村への問い合わせは減ると思う。

事項として①指示・対応報告で情報提供されるので、さ

ほどの時間差なく報道機関にも伝達できると考えている。 

表-7 に MuDIn 導入によって、これまでの取材と変わ

る点は何かについて記述してもらった意見を集約したも

のである。災害時の各報道機関からの記者による電話、

インタビューによる取材攻撃は、地方自治体の防災担当

者の貴重な時間を拘束し、一刻を争う災害対応を遅らせ

かねない。表より、テレビ、ラジオ、新聞ともに、電話

や直接取材による市町村への問い合わせは減ると考えて

おり、早期の被害現場の取材が可能となると回答してい

る。また、きめ細やかな情報を視聴者、読者に早く届け

ることが可能となり、とくにインターネットを使った情

報発信ができることを挙げている。地元紙は被害状況や

避難所情報を滞りなく県民に伝達できると回答しており、

MuDIn による県単位の災害情報公開は、県民へ迅速かつ

正確にきめ細やかな災害情報を提供できる可能性がある

ことが示された。 

 

８．まとめ 

本稿は、大河川氾濫に伴う広域避難をテーマとして、

関係機関の広域連携体制を構築する研修プロセスである

BECAUSE モデルと、その最終段階として情報共有シス

テムを適用した広域避難実証実験を実施した結果をまと

めたものである。その成果をまとめると以下の通りであ

る。 

1） 被災基礎自治体、それを支援する近隣基礎自治体、

そして県の防災部局、建設部局、県警本部、国土交

通省河川管理者、広域消防本部等の支援機関による

３つのグループに分類し、BECAUSE モデルにした

がった大規模河川氾濫による広域避難支援体制構築

のための研修プロセスを設計した。 

2） 設計したBECAUSE モデルを適用し、グループ毎で

研修を実施した。ただし、第４回は３つのグループ

が合同で実施するワークショップ、第５回は研修の

最終段階として実施する災害図上訓練（広域避難実

証実験）とした。 

3） 広域避難実証実験では、要配慮者の市外への避難、

浸水地域への車の流入規制、自動車専用道路への住

民避難をテーマとして、４回の研修成果を確認した。

その結果、MuDIn への登録記録より被災自治体と支

援機関との間で災害対応の連携が行われたことを確

認した。また、ある程度は適切な対応ができたとプ

レーヤーが考えていることがアンケート結果から示

された。 

4） MuDIn の登録、閲覧の練習を行ったグループは練習

を行わなかったグループよりも、広域避難に対する

MuDIn の有効性を高く評価し、県内への普及を強く

希望する傾向が確認された。 

5） 県単位で災害情報の共有が行われ、その情報が適切

に公開されると、報道機関による電話や直接取材に

よる市町村への問い合わせは減り、きめ細やかな情

報が視聴者、読者に早く届けられ、とくにインター

ネットを使った迅速な情報発信が可能となる可能性

が高いことが示された。  
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ABSTRACT 

 

Regional evacuation has been one of the important issues in disaster management, because large-scale flooding 

is expected to occur due to large-scale typhoon or extremely heavy rainfall.  In order to perform effective regional 

evacuation and to minimize loss of life, the establishment of a collaboration system with relevant administrative 

agencies is essential.  In this paper, authors proposed a training process using the BECAUSE model and applied to 

the establishment of the system.  As the final process, E in the BECAUSE model, a disaster response exercise on 

regional evacuation which all relevant administrative agencies took part in, was carried out.  As a result, regional 

cooperation was performed on the evacuation to the suburbs, the inflow regulation of the cars to the inundation area, 

and evacuation to a driveway, and participants understood that information sharing was indispensable for regional 

cooperation. 
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